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令和元年第４回杵築市議会定例会の開会にあたり、冒頭ひとこと挨

拶を申し上げます。 
 
本市は今、非常に厳しい「財政危機」の状況にあります。市の財政

は、このまま対策を講じず平成３１年度当初予算と同様の予算編成を

続ければ、年間１４億円程度の財源不足に陥り、赤字補填のための財

政調整基金は枯渇し、令和５年度には財政再生団体に転落する恐れが

あります。 
この度の危機的財政状況に至った原因は、歳出において、子ども・

子育て制度の充実に伴う負担の増加、障がい者の自立支援の充実、生

活保護扶助費の増加、貧困対策などによる社会保障経費の増加、一部

事務組合方式で行ってきた共同事務に係る施設の更新による一部事務

組合負担金の増加、事務事業の多様化に伴う職員数の増による人件費

の増加などにより経常的支出が大幅に増加したためです。一方で歳入

は、普通地方交付税が合併算定替えの終了により平成２７年度から段

階的に削減されています。 
さらに、合併特例債の発行期限が迫る中、活用できる財源があるう

ちに懸案となっていた「錦江橋改良事業」「杵築中学校改築事業」「 
市立図書館改築事業」「学校給食センター改築事業」等を、短期間で

集中して実施してきました。これにより今後、公債費の増加は必至で

あり、後年度の財政運営の大きな課題となっています。 
市町村合併から１４年が経過し、合併による国の支援が終了するこ

の時期に、改めて本市の財政力に応じた予算の適正規模を見極めると

きを迎えています。この危機を乗り切るため、１０月に行財政改革プ

ロジェクトチームを設置し、外部有識者会議の意見を踏まえ、具体的

な行財政対策として、未収金対策の徹底、ふるさと納税の拡充、職員

数削減と人件費の削減を行います。また、市民の皆様の生活に影響を

及ぼすこととなりますが、全ての既存事業に対して異次元の見直しを
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行わざるを得ません。 
まずは、単年度収支の改善を目指すとともに、３年間（令和２年度

から令和４年度まで）の緊急財政対策を取りまとめ、実行し、次世代

に負担を回さないための改革を進めてまいります。 
一方、危機的な財政状況にあっても、活力を生み出す取組は進めて

いかなければなりません。市の財政負担が少なく効果が大きな事業、

民間活力を生かし、将来的に活力を生む事業、市民と地域の活力が増

すような事業、市民の皆様の安心・安全を守る防災・災害対策事業な

どは、今後も積極的に取り組んでいきます。 
市民の皆様には、この危機的財政状況を共有させていただき、ご協

力をお願いしなければ、本市の財政再建は果たせないと考えており、

今後、直接地域に出向いて、説明させていただきます。 
「誰もが安心・安全にくらせるまちづくり」のため、私が先頭に立

ち、市職員の総力を挙げてこの難局を乗り切っていく決意でございま

すので、市民の皆様のご理解とご協力をお願いします。 
 
それでは、今定例会に提出しました諸議案について、説明申し上げ

ます。 
 
はじめに、議案第１５１号から議案第１５９号までの令和元年度各

会計の補正予算について、説明を申し上げます。 
 
議案第１５１号 令和元年度杵築市一般会計補正予算（第６号）に

ついては、総務費、民生費、農林水産業費、土木費、消防費、災害復

旧費、公債費が主なもので、１５億１，９２９万６千円を追加補正し、

補正後の予算総額を２２６億１，５９０万４千円としました。 
補正の概要を歳出から款を追って、説明を申し上げます。 
まず、総務費ですが、ふるさと寄附金特産品贈答事業として、今年
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度３億円と見積もりをしていましたふるさと納税額がさらに５，００

０万円の増額が見込めることから、５，０００万円の基金積立て及び

１，０５１万２千円の必要経費を追加計上しました。また、防犯活動

費として、大分県子ども見守り街頭カメラ設置支援事業により防犯カ

メラを設置する団体に対して、自己負担分をさらに助成するための経

費５８万１千円を新たに計上し、小中学生の通院治療を無償化する単

独事業、健やか子育て支援事業に６９１万２千円を追加計上しました。 
民生費では、障害者自立支援給付事業の給付対象者が当初の予定よ

りも増加したため５，５４９万２千円を、児童発達支援事業に１，１

７１万９千円を、病児・病後児保育事業の実績が増加したことにより

３９８万９千円を、児童扶養手当の支払い回数が増加したことにより

３か月分追加するための経費等３，０５２万３千円を、ひとり親家庭

の医療費助成に３１４万９千円を、対象児の増加と公定価格改定によ

り子どものための教育・保育給付費に７，５６８万６千円を追加計上

しました。 
農林水産業費では、水田畑地化のための排水施設整備やハウスみか

んのフィルム張り替え等の実績が減少したことにより、それぞれ、３

３３万２千円と６，７０４万４千円を減額しました。 
土木費では、道路台帳を整備するための経費３２８万２千円を追加

計上しました。 
消防費では、杵築速見消防組合山香出張所の改築に要する用地の拡

張工事を行うため、１，７００万円を新たに計上しました。 
教育費では、小学校、中学校における要保護、準要保護対象の児童、

生徒が増加したため、小学校費では６５万１千円、中学校費では２７

２万３千円を追加計上しました。 
災害復旧費では、台風８号および８月の九州北部豪雨で被災した農

地等の災害復旧費２，４１０万７千円を新たに計上しました。 
公債費では、増加する起債償還額の後年度負担を緩和するための繰
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上償還財源として、減債基金を取り崩し、１２億４，４１６万５千円

を追加計上しました。この措置により、令和２年度以降の単年度の償

還額は、約１億円軽減するものです。 
以上、歳出について申し上げましたが、その財源は、繰入金、地方

交付税、国県支出金、寄附金等です。 
また、令和２年度の管理委託等の契約事務執行のため債務負担行為

を計上しています。 
 
次に、議案第１５２号 令和元年度杵築市国民健康保険特別会計補

正予算（第３号）については、一般の診療報酬及び高額療養費が増加

する見込みのため３億６，６５２万円を追加計上するものです。 
 
次に、議案第１５３号 令和元年度杵築市介護保険特別会計補正予

算（第３号）については、全世代型の地域包括支援センターを開設す

るための準備経費等を計上しました。 
 
次に、議案第１５４号 令和元年度杵築市簡易水道事業特別会計補

正予算（第２号）については、修繕料の追加及び予定していた改修工

事費を減額するものです。 
 
次に、議案第１５５号 令和元年度杵築市農業集落排水事業特別会

計補正予算（第１号）については、処理場の電気代が不足する見込み

ため追加計上するものです。 
 
次に、議案第１５６号 令和元年度杵築市公共下水道事業特別会計

補正予算（第２号 ）、 議案第１５７号 令和元年度杵築市特定環境保

全公共下水道事業特別会計補正予算（第２号 ）、 については、ストッ

クマネジメント事業を公共下水道事業と特定環境保全公共下水道事業
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の間で組替をすることが主なものです。 
 
次に、議案第１５８号 令和元年度杵築市水道事業会計補正予算（ 

第３号）については、令和２年度における管理経費の債務負担行為を

計上するものです。 
 
次に、議案第１５９号 令和元年度杵築市立山香病院事業会計補正

予算（第３号）については、第３回定例会において議決いただいた和

解案件に関する弁護士費用を計上するものです。なお、経費は全額保

険金にて措置をされます。 
 
以上、令和元年度一般会計及び各特別会計等の補正予算について、

その概要を申し上げました。 
 

続きまして、条例議案について、説明を申し上げます。 
 

まず、議案第１６０号 機構改革に伴う関係条例の整理については、

地方自治法第１５８条第１項の規定に基づく市長の権限に属する事務

を分掌させるための内部組織について、令和２年度に向けた機構改革

に伴い、課の統合による課名の変更等の整理を行うため、本条例を制

定するものです。 

 

次に、議案第１６１号 杵築市コミュニティセンター条例の一部改

正については、令和２年４月に開館予定の山浦地区コミュニティセン

ターを加えるため、所要の改正を行うものです。 
 
次に、議案第１６２号 杵築市特別職の職員の給料月額の臨時特例

措置に関する条例の一部改正については、本市の財政状況を鑑み、市
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長、副市長及び教育長の給料月額を減額するため、所要の改正を行う

ものです。 
 
次に、議案第１６３号 杵築市地域包括支援センター事業特別会計

条例の廃止については、地域における多様なニーズに応えるため、事

務を外部に委託することに伴い、特別会計を廃止し、介護特別会計に

計上するものです。 
 

次に、議案第１６４号 杵築市特定教育・保育施設及び特定地域型

保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正については、特

定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準の一部

改正に伴い、字句の訂正など所要の改正を行うものです。 
 

次に、議案第１６５号 杵築市特定教育・保育施設及び特定地域型

保育事業の利用者負担額に関する条例の一部改正については、地方税

法の一部改正に伴い、改正箇所を引用している条例中の項ずれの改正

等を行うなど、所要の改正を行うものです。 
 

次に、議案第１６６号 杵築市家庭的保育事業等の設備及び運営に

関する基準を定める条例の一部改正については、児童福祉法の一部改

正に伴い、改正箇所を引用している条例中の号ずれの改正を行うため、

所要の改正を行うものです。 
 
次に、議案第１６７号 杵築市簡易水道事業給水条例の一部改正に

ついては、民間事業者等による宅地分譲等の開発行為にあたり、本管

から分岐した給水管の所有及び維持管理等について、事前に管理者の

同意を必要とする規定や、手数料について必要な見直しをするなど、

所要の改正を行うものです。 
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次に、議案第１６８号 杵築市水道事業給水条例の一部改正につい

ては、民間事業者等による宅地分譲等の開発行為にあたり、本管から

分岐した給水管の所有及び維持管理等について、事前に管理者の同意

を必要とする規定や、手数料について必要な見直しをするなど、所要

の改正を行うものです。 
 

次に、議案第１６９号 杵築市下水道事業の設置等に関する条例の

制定については、公共下水道事業及び特定環境保全公共下水道事業に

地方公営企業法の規定の一部を適用することに伴い、下水道事業の設

置及びその経営の基本に関する事項を定めるため、本条例を制定する

ものです。 
 

次に、議案第１７０号 下水道事業の地方公営企業法一部適用に伴

う関係条例の整理については、公共下水道事業及び特定環境保全公共

下水道事業に地方公営企業法の規定の一部を適用することに伴い、関

係条例の整理を行うため、この条例を制定するものです。 
 

次に、議案第１７１号 杵築市病院企業職員の給与の種類及び基準

に関する条例の一部改正については、会計年度任用職員制度の導入に

伴い、会計年度任用職員に関する事項を定めるなど、所要の改正を行

うものです。 
 

次に、議案第１７２号 杵築市病院企業職員の退職手当に関する条

例の一部改正については、会計年度任用職員制度の導入に伴い、会計

年度任用職員に関する事項を定めるなど、所要の改正を行うものです。 
 
続きまして、一般議案について、説明を申し上げます。 
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まず、議案第１７３号 財産の取得については、御塔山古墳を保存

するため財産の取得をしたいので、杵築市議会の議決に付すべき契約

及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定により、議会の議

決を求めるものです。 
 

次に、議案第１７４号 杵築ふるさと産業館及び杵築市農畜産物加

工センターの指定管理者の指定については、同施設の指定管理者に一

般財団法人杵築市総合振興センターを指定することについて、地方自

治法第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求めるもので

す。 
 

次に、議案第１７５号 市道の路線認定については、西
にし

大内山
おおうちやま
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広場
ひ ろ ば

線
せん

の路線認定を行うため、道路

法第８条第２項の規定により、議会の議決を求めるものです。 
 

以上、提出いたしました予算議案９件、条例議案１３件、一般議案

３件について、説明を申し上げました。 
 

何とぞ、慎重審議のうえ、ご可決くださいますようお願い申し上げ

ます。 
 
続きまして、報告第２４号から報告第２６号までについて、説明を

申し上げます。 
 
まず、報告第２４号 令和元年度杵築市一般会計補正予算（第５号 

）の専決処分の承認を求めることについては、本年８月の九州北部豪

雨により被災した公共土木施設を早急に復旧する必要があったため、
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地方自治法第１７９条第１項の規定により専決処分しましたので、同

条第３項の規定により議会に報告し、承認を求めるものです。 
 
次に、報告第２５号 専決処分の報告については、本市が管理する

市道で発生した物損事故の道路損害賠償責任に関する示談について、

地方自治法第１８０条第１項の規定により専決処分しましたので、同

条第２項の規定により議会に報告するものです。 
 

次に、報告第２６号 専決処分の報告については、本市職員が公務

中に起こした物損事故について、地方自治法第１８０条第１項の規定

により専決処分いたしましたので、同条第２項の規定により議会に報

告するものです。 
 

何とぞ、よろしくお願い申し上げます。 
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